７都第484号
令和８年（2026年）１月26日

　一般社団法人長野県建設業協会　会長　様
　
長野県建設部長　　　

令和７年度「被災宅地危険度判定士養成講習会」の開催について（案内）

平素、本県の建築・住宅行政の推進に御協力を頂き厚く御礼申し上げます。
本県では、災害時における被災宅地の危険度判定体制について、平成13年に「長野県被災宅地危険度判定実施要綱」等を制定し、被災した宅地の判定活動の実施により、二次災害を防止・軽減し、住民の安全を確保することとしています。
県内の判定士の登録は、平成９年度に開始し、平成21年度以降は県内の判定体制を充実するため民間技術者の方についても判定士の登録を行うこととし、貴会会員にも御尽力頂いてきているところです。本年度につきましても、標記判定体制の一層の充実を図る講習会を下記のとおり開催しますので、貴会会員への周知等について、御配意をお願いします。

記

１　開催日時等　　
新規登録者：令和８年２月20日（金）13：30～15：30（受付13：00～）松本合同庁舎　講堂
更新登録者：ウェブサイトでの動画視聴による受講（※更新の詳細については別途ご案内します）

[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]２　申込方法等
締切：令和８年２月10日（火）　
[bookmark: _Hlk121232297]　　方法：以下のURL又は二次元バーコードからお申し込みください
https://forms.office.com/r/nZJztZbXfW

※ 長野県建設部都市・まちづくり課の被災宅地関係HP（様式等のダウンロードができます。）
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/infra/kensetsu/kaihatsu/hisaitakuchi01.html
（問合せ先）
担当　都市・まちづくり課 都市計画係
小日向、堀内
電話　026-235-7297　内線 3358
FAX　 026-252-7315
Mail  toshikeikaku@pref.nagano.lg.jp
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